
  平成２９年度第４回フォークリフト運転技能講習のご案内 

 

群馬労働局長登録教習機関 登録番号 第１号 

（登録有効期間 平成３１年３月３０日迄） 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 群馬県支部 

 

 平成２９年度第４回フォークリフト運転技能講習（31時間コース・４日間）を下記のとおり開

催しますので、受講希望者は申込日になりましたら早めに当支部（群馬県トラック協会内）にお

申し込み下さい。 

なお、労働安全衛生規則等の改正により、受講申込書への本籍地の記載及びその確認のための

住民票等の公的書類が不要となりました。 

つきましては、受講申込書の旧様式（本籍地欄がある様式）は使用できなくなりましたのでご

留意願います。 

記 

１．学科講習 

日 時    平成２９年１１月１１日（土） 

午前８時３０分から（午前８時２０分までに入室する。） 

場 所    群馬県トラック総合会館 ２階大研修室（前橋市野中町５９５） 

 

２．実技講習 

日 時    平成２９年１１月１２日（日）・１８日（土）・１９日（日）の３日間 

       いずれも午前８時３０分から（午前８時１５分までに入室する。） 

場 所    群馬県大型特殊自動車練習所（前橋市荒口町３２９－１） 

 

３．受講対象者  普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車又は大型特殊（カタピ

ラ限定付）自動車のいずれかの運転免許証を所有する者 

 

４．定  員   ５０名（定員になり次第締め切ります） 

 

５．受講料等   会 員  受講料３２，４００円（税込）・テキスト代は当支部負担 

         非会員  受講料３２，４００円（税込）・テキスト代１，６００円 

 

６．申込期間   平成２９年１０月１１日（水）から平成２９年１１月２日（木）まで 

但し、定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

         （電話・FAX等による予約には、一切応じられません） 

 

７．申込方法 

受講希望者は、当支部所定の申込書に所要事項を記入（受講者氏名の自署が必要）し、証

明写真（撮影部分が縦 3.5cm×横 2.5cm、正面、無帽、上三分身、無背景、３か月以内に撮影

されたもの）１枚、自動車運転免許証のコピー１枚（原本を学科講習当日に提示いただきま

す。なお、現住所が自動車運転免許証に記載の住所と異なる場合は、個人番号が記載されて

いない公的証明書の原本、例えば個人番号未記載の住民票等を添付して下さい。）及び受講料

等を添え、当支部宛持参又は現金書留による郵送にてお申し込み下さい。受講希望者には、

受講申込書等を送付します（☎027-261-0244）。 

なお、講習実施日（第１日目）の７日前までに申し込みの取り消しがない場合は受講料等

を返還いたしませんので、ご注意下さい。 

 

８．助成制度 

勤務先が（一社）群馬県トラック協会の会員の方は、１名あたり７，０００円が助成され

る制度がありますので、講習修了後に申請して下さい。 

詳しくは、同協会のホームページ（助成制度のご案内）をご覧下さい。 


